
参考 

『輸出入の手続き』をクリック 

『事前教示』はここをクリック 

『各EPAの協定条文・品目別規則』はここをクリック 
  ⇒次のページへ 
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参考 

『輸出入の手続き』をクリック 

『不備のある原産地証明書等の取扱い』 
『各EPAの協定条文・品目別規則』はここをクリック 

⇒次のページへ 

品目別規則 

原産地証明書記載要領 説明会資料 

『協定・法令等』をクリック 
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輸入者の皆様へ 

輸入通関をよりスムーズに行い、一層の正確性を期すため、 

原産地認定 についての 

「文書による事前教示」とは、    
輸入を予定している貨物の原産地を税関に文書で照会し、文書で回答を受けることができる制度で、 

●事前に一般特恵税率や経済連携協定税率の適用が可能か知ることができる 

●輸入申告時に回答書を添付することにより、原産地の認定がスムーズに行われ、貨物の引取りが早くなる 

●回答内容は、照会された商品の輸入通関審査に際し、３年間尊重される 

などのメリットがあります。 

◎ 《 文書による事前教示照会書の様式の入手方法 》 

  ・税関ホームページ（http://www.customs.go.jp）からダウンロードできます。 

  ・トップページのピックアップ中「  輸出入手続 税関様式・記載要領」 

     →「関税法関係[C]」で様式の一覧表が表示されます。 

○ 原産地については、事前教示に関する照会書(原産地照会用) (C-1000-2)」 

 

◎ 《 具体的な手続等に関しては、関税法基本通達7-17、7-18、7-19-2をご参照ください。》 

  ・税関ホームページ（ http://www.customs.go.jp ）からご覧になれます。 
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EPAに関するお問い合わせ先 

出所：『貿易のコスト削減！ ~ トクするEPA活用法 ~』 日本貿易振興機構、2014年2月 43 

参考 



照  会  先 

● ＥＰＡ、原産地規則に関してご質問がある場合 

 ・ 大阪税関業務部原産地調査官 

       メールアドレス ： osaka-gensanchi@customs.go.jp 

       電話番号    ： 06－6576－3196 

 

● 一般的な輸出入手続きに関してご質問がある場合 

    ・ 大阪税関業務部税関相談官 

       メールアドレス ： osaka-sodan@customs.go.jp 

       電話番号    ： 06－6576－3001 
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